
「映画の街盛岡」推進事業実行委員会は、

映画関連イベントを行う市民等の皆様
を応援します！！

映画上映会等支援

【支援内容（一例）】
・野外上映会などを実施する場合の相談窓口の斡旋・対応
・本実行委員会所有映画作品の無償貸出 など

映画関連イベント助成金

【助成金額等】最大10万円／者
（映画館を活用する場合は最大20万円／者、
複数の映画館等を活用し、かつ、複数の映画を数日にわたり上映
する場合は最大40万円／者）

※別途、市内映画館で利用できる映画鑑賞券を支給します。

【対象経費等】借損料、会場整備費、広告宣伝費、消耗品・備品購入費等
※飲食費や人件費、消費税などは対象外となります。

【交付の条件】次に示す項目を全て満たす映画関連イベントが対象です。
①市民または市内事業者が主催しているもの
②盛岡市内で開催するもの
③特定の方だけでなく、広く市民が参加できるもの
④映画鑑賞券を活用した企画の実施に協力できるもの
⑤本助成金の交付によって、主催者に収益が生じないもの

【お問い合わせ先】
「映画の街盛岡」推進事業実行委員会事務局（市経済企画課内）

TEL：019-613-8389 メール：keizai@city.morioka.iwate.jp

市民・地元企業等の方々の自由な発想やコンセプトによ
る映画イベント等の開催を応援します。

地域などでの映画上映会等の開催支援を行っております。
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